
 
宗

 
門

 
機

 
構

 
・

 
組

 
織

 
略

 
図

 
表

 
 

      
  

  
  

  
  

  
  

 
 

     
    

 
 

 
 

 
 

     
         

 
                            

＜
平

成
２

９
年

４
月

１
日

 
現

在
＞

 

前
 

門
 

新
 

門
 

裏
 

方
 

前
裏

方
 

会
計
監
査
委
員
会

 
 

会
計

検
査

員
 

監
 

事
 

監
 正

 局
 監
 正

 局
 長

 

大
谷

宗
家

 

住
 

職
 

 
代

表
役

員
 

責
任

役
員

 

門
 

徒
 

  
門

徒
総

代
 

本
願

寺
前

住
 

本
願

寺
嗣

法
 

本
願

寺
坊

守
 

本
願

寺
前

坊
守

 
本

願
寺

衆
徒

 

( 中
 央

 組
 織

 )  

組
 会

 
組

 事
 務

 所
 

組
長

・
副

組
長

 
宗

 務
 部

 門
 

浄
土

真
宗

本
願

寺
派

 
包

括
宗

教
法

人
 

 
 

 
 

 
 

 

本
山

・
本

願
寺

 
単

位
宗

教
法

人
 

 
 

 
 

 
 

 
被

包
括

宗
教

法
人

 

一
般

寺
院

 
単

位
宗

教
法

人
 

 
 

 
 

 
 

 
被

包
括

宗
教

法
人

 

直
属

寺
院

(
別

院
・

教
堂

)
 

単
位

宗
教

法
人

 
 

 
 

 
 

 
 

被
包

括
宗

教
法

人
 

衆
徒

(
住

職
以

外
の

僧
侶

)
 

寺
 

族
・

坊
 

守
 

門
 

 
徒

 

責
任

役
員

(
３

人
以

上
で

、

そ
の

う
ち

１
人

は
、
必

ず
門

徒
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

)
 

職
 

員
 

僧
 

侶
 

門
 

徒
 

 
責

任
役

員
 

(
３

人
以

上
)
 

本
願

寺
住

職
 

門
 

主
 

教
 区

 
(
３

１
)
 

教
区

会
 

開
教

事
務

所
 

開
教

事
務

所
長

 

職
 

員
 

(
地

方
組

織
)
 

特
別

委
員

会
 

特
別

審
事

 

５
人

 

勧
学

寮
員

５
人

 

総
 

  
長

 
宗

派
代

表
役

員
 

宗
派

責
任

役
員

 

勧
 学

 寮
 頭

 

勧
 学

 寮
 

宗
 会

 

議
 

長
 

副
議

長
 

総
 局

 

総
務

３
人

 
宗

派
責

任
役

員
 

宗
 会

 議
 員

７
８
人
 

僧
侶

 
４

７
人

 

門
徒

 
３

１
人

 

（
海

外
組

織
）

 

開
教

地

（
４

）
 

開
教

区

（
４

）
 

内
 

局
 

本
願

寺
評

議
会

 

評
議

員
１

５
人

 
 

・
総

長
 

・
総

務
(
1
人

)
 

・
宗

会
議

長
 

・
宗

会
副

議
長

 

・
宗

会
議

員
(
1
人

)
 

・
本

願
寺

総
代

代
表

(3
人

) 

・
本
願
寺
参
与
会
議
代
表
 

・
全
国
講
社
連
絡
会
代
表
 

・
有

識
者

(
5
人

)
 

本
願

寺
総

代
 

内
 
局

 
部

 
門

 

本
願

寺
総

代
 

7
人

以
上

12
人

以
内

 

本
願

寺
責

任
役

員
 

（
１

人
）

 

本
願

寺
参

与
 

本
願

寺
参

与
会

議
 

15
人

以
上

20
人

以
内

 

本
願

寺
参

与
 
 

副
総

務
２

人
以

内
 

宗
 

門
 

教
学

顧
問

 

３
人

 
 

勧
学

寮
頭

 

勧
学

(２
人

)
 

教
学

顧
問

 

直
轄

寺
院

 

単
位

宗
教

法
人

 
 

 
 

 
 

 
 

被
包

括
宗

教
法

人
 

職
 

員
 

首
都

圏
宗

務
特

別
開

教
区

 
 

東
京

都
・

神
奈

川
県

 
埼

玉
県

・
千

葉
県

 

住
 

職
 

門
 

主
 

住
 

職
 

評
議

会
 

評
議

員
 

７
人

 

総
 

代
 

３
人

以
上

 

７
人

以
内

 
 

責
任

役
員

 

(
１

人
)
 

参
 

与
 

若
干

人
 

常
 務

 委
 員

 会
  

 
常

務
委

員
１

５
人

 
 ・

総
長

 

・
総

務
(
３

人
)
 

・
宗

会
議

長
 

・
宗

会
副

議
長

 

・
宗

会
議

員
(
６

人
)

・
有

識
者

(
３

人
)
 

沖
縄

県
宗

務
特

別
区

 

沖
縄

県
宗

務
事

務
所

 
審

査
委

員
会

 

特
別

審
事

 

審
 

事
 

懲
戒

委
員

会
 

 

審
 

事
 

審
 

事
 

１
５

人
以

内
 

特
別

審
事

 

５
人

 

会
計

検
査

員
 

１
５

人
以

内
 

監
 

事
 

６
人

以
内

 

監
 

事
 

２
人

 

監
 

事
 

別
院

輪
番

 
教

堂
主

管
 

 
代

表
役

員
 

責
任

役
員

 

監
 

事
 

２
人

 

企
画

諮
問

会
議

 
 

 

委
員

 

・
宗

会
議

員
(
６

人
以

上

８
人

以
内

)
 

・
有

識
者

(
４

人
)
 

非
法

人
寺

院
 

 
被

包
括

宗
教

団
体

 

開
教

本
部

 

開
教

総
長

 

職
 

員
 

執
行

長
 

 
本

願
寺

代
表

役
員

 

本
願

寺
責

任
役

員
 

執
  

行
 

本
願

寺
責

任
役

員
 

副
執

行
長

 

本
願

寺
責

任
役

員
 

住
 

職
 

 
門

 
徒

 
  

門
徒

総
代

 

衆
徒

(
住

職
以

外
の

僧
侶

)
 

寺
 

族
・

坊
 

守
 

門
 

 
徒

 

教
 務

 所
 

教
務

所
長

 

職
 

員
 

開
教

区
寺

院
 

＜
註

＞
 
こ

の
図

表
は

、
新

た
な

宗
門

の
機

構
・
組

織
の

概
要

を
図

示
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
も

の
で

、
厳

密
な

法
規

的
関

係
を

明
示

す
る

こ
と

を
企

図
し

た
も

の
で

は
な

い
。

 
 

 

宗
務

長
 

代
表

役
員

 

責
任

役
員

 

副
宗

務
長

 

２
人

 
 

責
任

役
員

 

 

組
 

(
5
2
2
)
 

資料①



 



2024/6/18

1

文化庁WEBより
都道府県宗教法人事務担当部課長会議 令和５年４月２６日
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・それぞれ７～８箇所の寺の住職を兼務していた。
⇒７年で１．５億→２法人。１年間で１５３万/１兼務寺院

・お布施などは、個人名義の口座に入れていた。
・その口座から私的経費が支払われてたり、預金されたりしていた。
・帳簿はつけていなかった。



2024/6/18

3

－宗教法人の財産目録などの備付け、閲覧及び提出－（宗教法人法）

書類・帳簿 備付け義務 閲覧
請求 所轄庁へ提出

（１）規則（寺則）、認証書 ○ ○ －

（２）役員名簿 ○ ○ ○

（３）財産目録 ○ ○ ○

（４）収支計算書
①公益事業以外の事業を行っている場合
②実際に収支計算書を作成している場合
※公益事業以外の寺院で、その１会計年度の収入の額が８千万円以内であ
る場合は作成を免除されます

○ ○ ○

（５）貸借対照表（作成している場合） ○ ○ ○

（６）境内建物（財産目録に記載されているものを除く）に関する書類 ○ ○ ○

（７）責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類 ○ ○ －

（８）事務処理簿 ○ ○ －

（９）事業に関する書類（事業を行っている場合） ○ ○ ○

－寺院の備付書類－（宗門法規）

宗門においては、宗教法人法に規定されている備付け書類等とは別に、寺院
に備え整備する書類、帳簿類が以下の通り規定されています。（寺院規程第
３０条）

（１）寺則及び所轄庁の認証書
（２）役員名簿（責任役員・門徒総代・その他の機関）
（３）寺族名簿及び坊守名簿
（４）門徒名簿
（５）過去帳又はこれに類する帳簿
（６）境内建物及び境内地の図面
（７）財産目録
（８）資産の状況を表す書類
（９）責任役員その他寺則で定めた機関(門徒総代等)の議事録及び事務処理簿
（１０）事業を行う場合にはその事業に関する書類
（１１）その他必要な書類
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